
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

地理的表示保護制度緊急対策事業
【令和２年度第３次補正予算額 79百万円】

＜対策のポイント＞
我が国農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、日ＥＵ・ＥＰＡにおける地理的表示（ＧＩ）の相互保護の枠組みの活用に向け、輸出実績のある伝統的
産品のＧＩ登録をサポートするとともに、相互保護相手国におけるＧＩ保護の実効性を確保するため、欧州での我が国ＧＩ産品の販売状況等を調査します。

＜事業目標＞
地理的表示産品の国内登録数の拡大（200産品［令和11年度まで］）

＜事業の流れ＞
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［お問い合わせ先］食料産業局知的財産課（03-6738-6317）

２．地理的表示産品海外模倣品発見・排除対策委託事業

欧州４か国において販売状況を調査し、発見した侵害事例を相手国へ通報し模

倣品等の排除を要求する等、相手国での我が国ＧＩの適切な保護を求めます。

１．輸出拡大に資する地理的表示申請等支援事業

ＧＩ未登録で十分な輸出実績を持つ伝統的産品を洗い出し、ＧＩ登録に結び

つけるためのきめ細やかなサポートを支援します。 【効果】
○ 加盟国政府による行政
権限による模倣品排除

○ 同一・類似の商標申
請について拒絶義務
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民間事業者(委託先) 小売店・レストラン

農林水産省 外務省 EU EU加盟国通報 監督
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